
 

 

「橿原市空家等対策プラットホーム」を設立いたしました 

～橿原市と空家の専門家が解決に向けてお手伝いします～ 

 

 奈良県司法書士会（会長 梅本司）は、橿原市および１２団体と連携協定を締結し、空き家問題

対応の一環としての不動産流通促進を図るため、平成３０年１１月２１日「橿原市空家等対策プラ

ットホーム」を設立いたしました。 

 人口減少と急激な高齢化に伴い、橿原市内の空き家率の急増が予測されており、その予防・解決

のひとつの手段として不動産の流通促進が期待されているところですが、我々、司法書士も「相続

登記促進」「不動産・会社法人の登記手続き」「高齢者等の意思決定支援としての成年後見」などの

分野での実績・知見を積極的に提供し、本人の同意を基に橿原市から提供される情報を活用しつつ、

各種専門事業者との連携協働を図りながら、自治体、連携事業者が単独では困難である空き家等諸

問題の予防・解決に貢献し、これまで以上に市民への法的サービスの拡充に努めてまいります。 

 連携協定の概要は以下のとおりです。 

 

目  的 連携団体それぞれが持つ専門的な知識や資格、技能、ネットワークを活かし、橿原市内

に所在する空家等の市場への流通促進を図り、空家等の利活用を推進するための体制構

築を目的とする。 

 

締結団体 橿原市 

     特定非営利活動法人空き家コンシェルジュ 

     橿原市建設業協会 

     社会福祉法人橿原市社会福祉協議会 

     橿原市商工会議所 

     公益社団法人全日本不動産協会奈良県本部 

     一般社団法人奈良県解体工事業協会 

     奈良県建築協同組合 

     一般社団法人奈良県建築士会 

     一般社団法人奈良県建築士事務所協会 

     公益社団法人奈良県宅地建物取引業協会 

     奈良県土地家屋調査士会 

     公益社団法人奈良県不動産鑑定士協会 

     当会 
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